





泉南市人事情報総合システム更新業務
仕様書








令和８年６月
泉南市　行政経営部　秘書人事課
1. 
本事業の目的及び概要
１．１ 目的
現在、泉南市では人事管理、給与管理、会計年度任用職員管理、勤怠管理を主な機能として備えた人事・給与システムを運用しているが、今般、現行の人事・給与システムが更新時期を迎えるにあたり、より業務の効率化を図るべく、上記の機能に加え庶務事務システムを新たに導入するとともに、利便性や操作性を更に向上するべく、機能面・性能面での整理も含め、更新を行うものである。

１．２ 本事業概要
（１）人事情報総合システムの導入・設置業務
（２）新システムへのデータ移行業務
（３）関連システムとの連携構築業務
（４）システム保守業務
（５）操作・運用マニュアル等一式の納品

2. 更新対象範囲
各システムは、次に掲げる業務機能により構成し、指定する時期に稼働させること。
	システム
	業 務 機 能
	稼働時期

	人事管理
	人事情報管理、採用・退職情報管理、昇給・昇格情報管理、人事異動管理、発令更新管理、賞罰管理、資格情報管理、再任用・任期付管理
	令和９年２月１日

	給与計算
	基本情報管理、任用情報管理、月例給与計算、共済組合・社会保険関係管理、時間外計算、賞与計算、年末調整計算、差額計算、銀行振込、予算・決算業務、給与実態調査、指定統計業務等、財務会計システム連携
	

	会計年度任用職員
	基本情報管理、任用情報管理、月例給与計算、共済組合・社会保険関係管理、賞与計算、年末調整計算、差額計算、銀行振込、予算・決算業務、財務会計システム連携
	

	出退勤
	基本情報管理、勤務カレンダー管理、各種届出管理、休暇管理、年休付与管理、時間外勤務形態の管理、入・退庁時刻管理、特殊勤務届出管理、電子決裁、給与計算システム連携
	

	庶務事務
	届出申請、人事給与システム連携
	



3. 契約期間及び支払方法
３．１ 契約期間
（１）新システムの構築に係る契約期間は、契約締結日から令和９年１月31日までとする。
（２）新システムの利用期間は、令和９年２月１日から令和14年１月31日までを想定しており、利用期間中のシステム利用及び保守に係る契約については、構築業務に係る契約とは別契約とする。

３．２支払方法
（１）新システムの構築に係る費用（現行システムからのデータ移行、操作研修等を含む、新システムの利用開始前に必要となる一切の費用。）は、業務完了後の完成払い（１回払い）とする。
（２）新システム利用開始以後の、システム利用及び保守に係る費用（ ソフトウェア使用料、クラウドサービス利用料等を含む。）は、毎月払いとする。

4. システム要件
４．１ システム前提条件
（１）構築するシステムは、導入後５年以上は安定した利用ができること。
（２）次のシステムとの連携が可能なこと。
・財務会計システム
支出伝票の作成を行うための給与執行データを作成・連携できること。
· 令和９年度から財務会計システムが変更となるが、令和８年度と９年度の双方の財務会計システムに連携できること。なお、連携するデータは、令和８年度の給与執行にあたっては現行の財務会計システムに合わせたフォーマットに、令和９年度以降は更新後の財務会計システムのフォーマットに合わせたデータが作成できること。
（財務会計システム事業者）
　令和８年度　　：株式会社内田洋行
　令和９年度以降：株式会社南大阪電子計算センター
（３）稼動時点での法律、条例、規則等がシステムに反映されていること。また法改正等へ柔軟かつ、迅速に対応可能であること。

４．２　システム利用者規模
　想定するシステム利用者数及び管理対象となる職員数は、以下のとおりとする。
	システム
	利用者数
	対象職員数

	人事管理
	約10人
	約900人

	給与計算
	
	約600人

	会計年度
任用職員
	
	約300人

	出退勤
	約600人
	約600人

	庶務事務
	
	



４．３ システム運用基本条件
（１）個々のハードウェア、ソフトウェア等は製品として十分に検証・確認されたものであり、安定して動作すること。
（２）システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等はシステム全体としてセキュリティ対策や災害に対する対策を十分に考慮したシステムであること。
（３）システムで管理するデータのバックアップを毎日行い、非常時のシステム環境回復、データ復元に備えること。
（４）システム障害、機器障害、ネットワーク障害等に備えハードウェアの冗長化等の対策を講じること。
（５）オンラインレスポンスは、業務上支障のない性能とすること。
（６）システム処理要件として、原則２４時間３６５日運用可能であること。
（７）現行業務を妨げることなく、既存システムから新規システムへの移行が可能であること。また、その場合、各業務の作業スケジュールを考慮した計画であること。
（８）受託者は、本市で稼働する現行システムで保有するデータ（過年度分を含む）を新システムへ移行し、正常に動作できるようシステムを構築すること。
また、過年度分のデータから本稼働前の給与支給に対する自動遡及計算ができるようにシステムを構築すること。
（９）将来の機能拡張や組織の改編も考慮に入れ、それらに柔軟に対応可能で、かつ、拡張性に優れたシステムであること。
（10）共済制度およびマイナンバー制度に対応したシステムであり、稼働後も各種制度改正に柔軟に対応できるシステムであること。
（11）コンピュータウィルス対策を講じること。
（12）セキュリティ確保のため、必要に応じてサーバＯＳのサービスパック適応等を行うこと。
（13）保守体制を完備し、特にシステムが安定稼動するまでは、迅速に対応できる体制を整えること。

４．４ 業務アプリケーション機能要件
（１）システム構築に必要な要件は、別紙「人事情報総合システム要求機能一覧」を参　　　
照し、パッケージシステムの保有する標準機能を有効活用し、可能な限りカスタマイズは行わないこと。
（２）標準機能では「人事情報総合システム要求機能一覧」の機能を満たすことができない場合は、パッケージシステムのオプションや、その他の代替運用を提案する等の手法により、極力カスタマイズの回避に努めること。

４．５ データ移行
（１）現行の人事給与システムから移行するデータの範囲は、次項「移行データ範囲一覧」に示すデータを基本とし、円滑な人事給与管理体制に影響のない範囲で最低限移行する必要があるデータを、過去データを含めて新システムへ安全かつ確実に移行するものとする。
（２）データ移行にあたっての作業（現行システムのデータ解析、変換等に係るツール及びプログラム等の開発及び新システムへの格納及びそれらに必要なプログラム等の開発、また移行処理の結果検証など）は全て委託業務の範囲内とし、作業分担等については、現行システムの開発事業者（株式会社大和総研インフォメーションシステムズ。以下「現行事業者」という。）と連携のうえ、充分調整を行うこと。
（３）移行にあたってのデータは、可能な限り現行システムより出力可能な汎用データを用い、受託者が提案システムに必要な仕様に加工し、移行すること。なお、汎用データでは不足する情報については、受託者・現行事業者・本市の３者による協議のうえ対応方法を検討することとする。
（４）移行データの確認や、データ移行後のシステム検証等の作業については、市職員　
の負担を軽減できるよう配慮すること。

≪移行データ範囲一覧≫
（１）人事管理
	データ 名 称
	内 容

	(1) 基本マスター
1 職名
2 補職
3 機関（任命権者）
4 所属（部・課・係）
5 機関・所属の履歴
6 都道府県・市区町村
7 職務
8 給料表
9 給料月額
10 辞令基本文
11 外部団体
12 資格免許
13 賞罰
14 学校
15 学部専攻
16 親族
	
名称・略称・発足日等
名称・略称・発足日等
名称・略称・発足日等
名称・略称・発足日等
名称・略称・発足日等
名称・略称・発足日等
名称・略称等
名称等
給表・級・号給・実施日等
採用・任命・異動・分限等
名称・略称・住所等
名称・略称
名称等
名称
名称・略称
続柄名称

	(2) 個人データ
1 人事基本
2 人事基本累積
3 学歴
4 資格免許取得
5 賞罰記録
6 親族関係
7 昇給昇格予定
8 兼務・併任
9 前職歴
10 休職状況
11 在職履歴
	
氏名・住所・生年月日・共済等
過去の個人情報等
学校名・学部学科・修学期間等
資格免許・取得年月日等
賞罰・賞罰年月日等
続柄等
予定を含む昇給情報
兼務・併任の状況
勤務先名・在職期間等
休職期間・内容等
発令日・発令内容



（２）給与計算・会計年度任用職員
	データ 名 称
	内 容

	(1) 基本マスター
① 項目属性
② 計算条件
③ 会計
④ 費目（款・項・目）
⑤ 天引種類・業者
⑥ 給与支払者
⑦ 賞与加算率
⑧ 取りまとめ銀行
	
支給・控除項目の名称・属性
支給項目の計算条件の設定
名称・略称等
名称・略称等
名称・略称等
支払者・住所等
実施日・補職・加算率等
取りまとめの銀行・支店

	(2) 個人データ
1 給与基本
2 給与振込銀行
3 生損保天引
4 財形貯蓄天引
5 貸付金天引
6 その他天引
7 住居状況
	
費目・支給項目・共済・所得税等
振込銀行・支店・口座番号等
種類・業者・天引額等
種類・業者・天引額等
種類・業者・天引額等
種類・業者・天引額等
開始年月・家賃・手当額等







（３）出退勤
	データ 名 称
	内 容

	(1) 基本マスター
① 休暇コードマスタ
② 勤務時間帯コードマスタ
③ 特勤区分マスタ
	
休暇コード、休暇名
勤務時間帯コード、勤務時刻、休憩時刻
特勤区分、特勤区分名称

	(2) 個人データ
1 時間外実績（日次）データ
2 特勤実績（日次）データ
3 休暇実績データ
4 年次休暇残日数データ
5 カレンダーデータ
6 振替休日
7 出退時刻データ
 
	
単価別時間外時間数等
特勤種類、回数等
休暇期間、休暇内容等
年休残日数・特別休暇残日数等
休日、勤務時間帯等
振替日、出勤日等
出勤時刻、退勤時刻等



４．６ ネットワーク及びファシリティに関する要件
本事業においては、クラウドサービスの利用を前提としている。
サーバ機器等についてはクラウドサービス事業者のデータセンターに設置すること。

４．７ データセンター要件
（１）本市とデータセンター間において、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用すること。
（２）利用するデータセンターは受託者にて用意（自社保有・他社保有は問わない）し、別紙のデータセンター適合仕様を満たすこと。

４．８ クライアントおよびプリンタ要件
新システムで使用するクライアントは、現在職員が利用しているパソコンやプリンタとする。クライアント機器の動作環境は以下のとおりとする。
	ＯＳ
	ブラウザ

	Windows 11 Professional
	Microsoft Edge



４．９ その他の周辺機器要件
出退勤システムにおける入退庁時刻を打刻するため、アマノ株式会社のオンラインタイムレコーダ（TimePro-NX）からの取り込み機能およびパソコンから入退庁時刻を打刻できる機能を有すること。

5. 保守業務
本事業は、基本設計に基づきシステム稼動後の円滑な運用、故障防止対策実施や性能品質を維持するためのシステム管理業務である。また、以下の法制度改正に伴うシステム改修に係る経費（パッケージ代、適用作業等）は、保守費内で対応すること。
（1） 人事院勧告に伴うシステムの修正
（2） 税制改正に伴う年末調整の本ソフトウェアの修正
（3） 給与実態調査様式変更に伴うシステムの修正
その他の法制度改正等については、別途協議を行うものとする。
また、人事院勧告や実態調査等の毎年の法制度改正については、法制度改正の概要とシステムの対応方針を事前に通知し、本市の担当職員が十分な作業時間を確保できるよう、迅速な改正対応を行うこと。行うものとする。
主な業務内容は、下表のとおり。

	工 程 名
	工 程 内 容

	システム改修
	法制度改正等に伴うシステム改修

	故障対応
	故障時の回復措置及び原因調査・報告

	データベースの世代管理
	バックアップデータの確保と世代管理

	ソフトウェアの世代管理
	ソフトウェアのバージョンアップと世代管理

	利用促進・運用支援
	ヘルプデスク等


（内容）
① ハードウェア・ソフトウェア及び操作方法やデータ上のトラブル等を含め全面的にサポートする体制を整えること。また、各種問い合わせ、障害等発生時や改善依頼の対応についても、サポート窓口を一本化し迅速かつ適切なサポートを行うこと。
② 保守対応時間は、平日午前９時から午後５時までとし、全ての障害対応が可能な体制を整えること。
③ 操作方法、人事情報総合システム等に精通し、担当業務の内容を十分に理解できる要員を常時整えていること。

6. 業務スケジュール
契約締結日から令和９年１月31日までをシステム構築期間、同年２月１日を本稼働日とする。ただし、現行システムから新規システムに移行する際に必要となる作業がある場合は、本市と協議の上、稼働時期を決定することとする。
また、スケジュール案については、本仕様書等を参考に最適と思われる提案をすること。なお、スケジュールの策定に当たっては、次の事項に留意すること。
（１）移行に伴う関連部門の職員の負担を軽減するために業務の繁忙期を考慮すること。
（２）データ移行期間は、データ精度を確保できるよう、十分なチェックが可能な期間を確保すること。
（３）職員への操作研修は、操作に習熟するための期間を十分に確保すること。
（４）工程及び作業名ごとに本市との役割分担を明確にすること。

7. 体制
７．１ 構築体制
構築を円滑かつ効果的に遂行するためには、担当チームをはじめとする関係者による協力体制の確立が必要である。これらの主旨を理解し、本市との役割を明確にした万全の構築体制を確立すること。

７．２ 体制検討上の留意事項
（１）構築及び保守・運用について、円滑な業務遂行が実現可能な体制を作り、その進捗管理や品質管理等プロジェクト運営管理の手法についても明確にすること。
（２）プロジェクトマネージャーを配置するとともに、プロジェクト体制の連絡窓口を明確にすること。
（３）プロジェクトに関わるメンバー構成については、高い技術力と豊富な経験を有する技術者を配置すること。
（４）本市の連絡窓口は以下のとおりとし、本市への各種連絡・報告は、必ず窓口を通して実施すること。
〒590-0592
大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
泉南市役所　行政経営部　秘書人事課　担当者：村上
電話　072-483-0003（直通）
電子メール　jinji@city.sennan.lg.jp

７．３ 会議計画
（１）要件確認時など会議を行い、課題等の共有化を図ること。
（２）突発的な問題については、適宜検討会議を行い、早期解決に努めること。
（３）各工程完了時に工程完了報告を行うこと。

8. 職員への説明および成果物の納品
８．１　職員への説明
本仕様における各種システム（機能）について、人事部門担当者向けの操作説明を当該システム稼働前に実施すること。
また、出退勤及び庶務事務システムにおける各課職員向けの操作説明（本市庁舎内の会議室等での現地開催又は動画配信による視聴）を実施すること。

[bookmark: _GoBack]
８．２　成果物
システム構築業務の全工程の作業で作成される以下の成果物を、各システムの本稼動前までに納品すること。
· プロジェクト計画書
· 要件定義書
· データ移行計画書、結果報告書
· 各工程における議事録
· 操作マニュアル

9. その他留意事項
９．１ 関連法規
関連法規及び本市の条例並びに情報セキュリティポリシー等を遵守すること。

９．２ 守秘義務
本事業において知り得た情報（周知の情報を除く）は本事業の目的以外に使用し又は第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置をとるものとする。
また、個人情報保護については、個人情報保護条例の規定を適用する。

９．３ 契約不適合責任
構築システムの不具合が検収後に発見された場合は、構築事業者は無償で是正処置を
行うこと。なお、契約不適合責任期間は、システム検収後１ヵ年とする。

９．４ その他
本仕様書に記載のない事項に関し、必要と思われるものは別途協議の上、決定するものとする。
 1 


